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は
し
が
き

本
資
料
は
、
虐
待
さ
れ
ま
た
は
心
理
的
に
遺
棄
さ
れ
た
子
ど
も
の

保
護
に
関
す
る
法
律
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
法
律
は
二
つ
の

編
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
親
権
喪
失
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ

て
い
る
第
一
編
に
お
い
て
は
、
そ
の
第
一
章
「
親
権
喪
失
」
で
、
必

要
的
な
い
し
は
裁
量
的
親
権
喪
失
の
要
件
お
よ
び
喪
失
に
際
し
て
の

手
続
き
、
第
二
章
「
親
権
喪
失
に
際
す
る
後
見
の
編
成
」
に
お
い
て

は
主
に
、
親
権
喪
失
に
際
し
て
後
見
が
設
定
さ
れ
る
場
合
の
手
続
き
、

第
三
章
「
親
権
回
復
（restitu

tio
n

）」
の
中
で
、
親
権
回
復
の
た

め
の
要
件
お
よ
び
そ
の
手
続
き
等
が
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
い
る
。

続
く
第
二
編
で
は
、
親
の
介
在
を
伴
っ
て
ま
た
は
そ
れ
を
伴
う
こ
と

な
く
預
け
ら
れ
た
少
年
の
保
護
に
関
し
て
、
父
母
ま
た
は
尊
属
以
外

が
少
年
の
保
護
を
引
き
受
け
る
場
合
の
手
続
き
お
よ
び
引
き
受
け
に

際
し
て
生
じ
る
義
務
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

本
法
律
が
制
定
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
子
ど
も
に
対
す
る
親
か
ら

の
虐
待
や
、
貧
困
等
の
劣
悪
な
家
庭
状
況
に
置
か
れ
た
子
ど
も
の
困

難
な
状
況
が
問
題
視
さ
れ
、
公
権
力
の
介
入
に
よ
り
子
ど
も
を
保
護

す
る
必
要
性
が
強
く
意
識
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
う
る１

）。
加
え
て
、

親
権
喪
失
が
、
非
行
少
年
の
保
護２

）お
よ
び
少
年
非
行
予
防３

）の
た
め
の

有
効
な
手
段
に
な
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ

ま
で
絶
対
的
権
限
と
さ
れ
て
い
た
親
権４

）に
公
権
力
が
介
入
す
る
こ
と

で
、
被
虐
待
少
年
や
非
行
少
年
に
代
表
さ
れ
る
、
困
難
な
状
況
に
あ

る
子
ど
も
が
保
護
の
対
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
中
で
、
本
法
律

は
制
定
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る５

）。
そ
こ
で
、
裁
判
所
に
よ
る
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少
年
の
保
護
を
目
的
と
し
つ
つ
、
さ
ら
に
は
、
保
護
の
結
果
、
少
年

に
よ
る
非
行
（
犯
罪
）
の
予
防
を
も
目
指
し
た
本
法
律
に
は
、
以
下

の
よ
う
な
特
徴
が
見
て
取
れ
る
。

本
法
律
の
第
一
の
特
徴
は
、
一
定
の
事
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、

必
要
的
ま
た
は
裁
量
的
に
親
権
喪
失
を
命
じ
る
権
限
が
裁
判
所
に
与

え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
本
法
第
一
条
に
お
い
て
は
、

父
母
お
よ
び
尊
属
が
、
刑
法
第
三
三
四
条
第
二
項
（
未
成
年
者
に
対

す
る
売
春
ま
た
は
堕
落
の
助
長
）
に
よ
り
有
罪
宣
告
を
受
け
た
場
合

（
第
一
項
）、
自
身
の
子
ど
も
が
行
っ
た
犯
罪
の
共
犯
と
し
て
有
罪
宣

告
を
受
け
た
場
合
（
第
二
項
）、
ま
た
は
、
自
身
の
子
ど
も
に
対
す

る
犯
罪
で
有
罪
宣
告
を
受
け
た
場
合
（
第
三
項
）
等
に
は
、
親
権
喪

失
が
裁
判
所
に
よ
り
必
要
的
に
言
い
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
旨
規
定

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
に
お
い
て
は
、

父
母
お
よ
び
尊
属
が
、
軽
微
な
犯
罪
に
よ
り
複
数
回
に
わ
た
っ
て
有

罪
宣
告
を
受
け
た
場
合
等
に
は
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
り
、
親
権
喪

失
が
宣
告
さ
れ
う
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

特
徴
の
第
二
は
、
親
権
喪
失
事
由
と
し
て
、
父
母
お
よ
び
尊
属
に

よ
る
虐
待
が
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
条
第
六

項
に
お
い
て
、
父
母
の
行
為
が
必
ず
し
も
犯
罪
行
為
に
ま
で
は
至
ら

な
く
と
も
、
常
習
的
な
酩
酊
状
態
も
し
く
は
公
知
で
破
廉
恥
な
不
行

跡
、
ま
た
は
、
加
虐
に
よ
り
、
子
ど
も
の
健
康
、
安
全
、
道
徳
を
危

険
に
さ
ら
す
父
母
に
対
し
、
裁
判
所
が
そ
の
親
権
を
喪
失
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
旨
定
め
ら
れ
た
。
当
該
条
項
に
よ
り
、
親
権
喪
失
に
よ

る
保
護
の
対
象
と
な
り
う
る
少
年
の
範
囲
が
広
が
っ
た
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
で
あ
る
が
、
当
該
法
律
が
少
年
保
護
を
目
的
と
し
た
法
律
で
あ

る
こ
と
を
よ
り
鮮
明
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
。

第
三
の
特
徴
と
し
て
、
第
二
条
第
五
項
に
お
い
て
、
一
八
一
〇
年

刑
法
第
六
六
条
に
基
づ
い
て
当
該
少
年
が
少
年
院
へ
送
致
さ
れ
た
場

合
に
も
、
裁
判
所
に
よ
る
父
母
の
親
権
喪
失
が
可
能
と
さ
れ
た
こ
と

が
指
摘
で
き
る
。
本
条
項
は
、
こ
の
よ
う
な
非
行
（
犯
罪
）
少
年
も

ま
た
、
親
権
喪
失
に
よ
る
保
護
を
必
要
と
す
る
少
年
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

最
後
に
、
親
権
喪
失
後
、
裁
判
所
主
導
に
よ
る
後
見
編
成
を
可
能

と
す
る
規
定
、
お
よ
び
、
公
的
機
関
に
よ
る
少
年
保
護
に
関
す
る
規

定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
点
を
、
第
四
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
私
的
領
域
の
問
題
と
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
た
少
年
の
保
護
が
、
公
的
機
関
に
よ
る
保
護
の
問
題
と
し
て

も
意
識
さ
れ
始
め
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
少
年
の
保
護
を
目
的
と
し
、
裁
判
所
に
よ
る
親
権

喪
失
を
可
能
に
す
べ
く
制
定
さ
れ
た
本
法
律
で
は
あ
る
が
、
訴
え
の

提
起
を
躊
躇
さ
せ
る
ほ
ど
の
厳
格
さ
を
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
一

九
二
一
年
一
一
月
一
五
日
の
法
律６

）に
よ
り
、
親
権
の
一
部
喪
失
が
認
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め
ら
れ
る
等
、
一
定
の
修
正
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た７

）。
さ
ら
に
、

本
法
律
制
定
当
時
既
に
、
手
続
き
の
複
雑
さ
お
よ
び
迅
速
性
の
欠
如

か
ら
、
非
行
少
年
の
保
護
と
し
て
も
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る８

）。

し
か
し
な
が
ら
、
本
法
律
が
、
右
に
示
し
た
課
題
を
抱
え
つ
つ
も
、

家
庭
内
で
危
機
的
状
況
に
あ
る
少
年
を
裁
判
所
が
保
護
す
る
た
め
の

道
を
開
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
義
は
非
常

に
大
き
い
と
言
え
る
。
ま
た
、
本
法
律
で
は
、
保
護
の
対
象
と
さ
れ

る
少
年
の
中
に
、
犯
罪
の
被
害
者
で
あ
る
少
年
お
よ
び
被
虐
待
少
年

は
も
ち
ろ
ん
、
非
行
（
犯
罪
）
少
年
も
含
ま
れ
て
お
り
、
保
護
を
必

要
と
す
る
少
年
像
が
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
た
点
も
、
我
々
が
今
、
本

法
律
に
改
め
て
注
目
す
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
現
在
の
日
本
に
お

い
て
、
い
わ
ゆ
る
少
年
犯
罪
の
増
加
お
よ
び
粗
暴
化
が
語
ら
れ
、
非

行
少
年
へ
の
対
応
と
し
て
「
厳
罰
化９

）」
が
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

比
較
し
た
場
合
、
こ
の
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
、
少
年
に
よ
る
（
再
）

非
行
お
よ
び
（
再
）
犯
罪
の
予
防
が
、
家
庭
環
境
改
善
を
目
的
と
す

る
親
権
喪
失
を
通
じ
た
少
年
の
保
護
に
よ
り
目
指
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
非
行
少
年
へ
の
対
応

を
考
え
る
上
で
、
そ
の
出
発
点
を
確
認
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て

も
参
考
に
な
ろ
う
。

以
下
、
本
法
律
を
翻
訳
し
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
本
法
律
翻
訳
に

あ
た
っ
て
は
、
井
上
宜
裕
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教

授
）

第
一
編
第
三
章
お
よ
び
第
二
編
担
当
）、
お
よ
び
、
大
貝
葵

（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
研
究
生
）

第
一
編
第
一
章
お

よ
び
第
二
章
担
当
）
が
分
担
し
て
行
い
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究

会
に
お
い
て
逐
語
的
に
再
検
討
し
つ
つ
、
全
体
の
訳
語
や
表
現
の
統

一
を
図
っ
た
。

（
大
貝
葵
）

虐
待
さ
れ
ま
た
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心
理
的
に
遺
棄
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た
子
ど
も
の
保
護
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関
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る
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第
一
編

第
一
章

親
権
喪
失

第
一
条

①
父
母
お
よ
び
尊
属
は
、
次
の
場
合
、
彼
ら
の
子
ど
も
お

よ
び
卑
属
の
全
て
に
対
し
て
、
親
権
、
お
よ
び
、
親
権
に
結
び
付
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く
全
て
の
権
利
、
と
り
わ
け
、
民
法
第
一
〇
八
条
、
第
一
四
一
条
、

第
一
四
八
条
、
第
一
五
〇
条
、
第
一
五
一
条
、
第
三
四
六
条
、
第

三
六
一
条
、
第
三
七
二
条
乃
至
第
三
八
七
条
、
第
三
八
九
条
、
第

三
九
〇
条
、
第
三
九
一
条
、
第
三
九
七
条
、
第
四
七
七
条
お
よ
び

第
九
三
五
条
、
一
八
五
一
年
二
月
二
二
日
の
デ
ク
レ
第
三
条
、
な

ら
び
に
、
一
八
七
二
年
七
月
二
七
日
の
法
律
第
四
六
条
に
定
め
ら

れ
る
権
利
を
当
然
に
喪
失
す
る
。

一

父
母
お
よ
び
尊
属
が
、
刑
法
第
三
三
四
条
第
二
項
に
基
づ
き
有

罪
判
決
を
受
け
る
場
合

二

父
母
お
よ
び
尊
属
が
、
彼
ら
の
子
ど
も
の
う
ち
の
一
人
も
し
く

は
複
数
人
に
対
し
て
行
わ
れ
た
重
罪
の
正
犯
、
共
同
正
犯
も
し
く

は
共
犯
と
し
て
、
ま
た
は
、
自
ら
の
子
ど
も
の
う
ち
の
一
人
も
し

く
は
複
数
人
に
よ
り
行
わ
れ
た
重
罪
の
共
同
正
犯
も
し
く
は
共
犯

と
し
て
有
罪
判
決
を
受
け
る
場
合

三

父
母
お
よ
び
尊
属
が
、
彼
ら
の
子
ど
も
の
う
ち
の
一
人
も
し
く

は
複
数
人
に
対
し
て
行
わ
れ
た
軽
罪
の
正
犯
、
共
同
正
犯
ま
た
は

共
犯
と
し
て
二
度
の
有
罪
判
決
を
受
け
る
場
合

四

父
母
お
よ
び
尊
属
が
、
未
成
年
者
へ
の
非
行
常
習
教
唆
（ex

-

cita
tio
n h

a
b
itu
elle d

e m
in
eu
rs a

la d
eb
a
u
ch
e

）
に
つ
き
、

二
度
の
有
罪
判
決
を
受
け
る
場
合

②
こ
の
親
権
の
喪
失
に
よ
っ
て
、
民
法
第
二
〇
五
条
、
第
二
〇
六
条

お
よ
び
第
二
〇
七
条
に
定
め
ら
れ
る
、
親
権
が
喪
失
す
る
尊
属
と

そ
の
子
ど
も
の
間
の
諸
義
務
は
、
消
滅
し
な
い
。

第
二
条

次
の
者
は
、
第
一
条
に
列
挙
さ
れ
た
諸
権
利
の
喪
失
を
宣

告
さ
れ
う
る
。

一

刑
法
第
八
六
条
乃
至
第
一
〇
一
条
に
定
め
ら
れ
る
重
罪
と
は
異

な
る
重
罪
の
正
犯
、
共
同
正
犯
ま
た
は
共
犯
と
し
て
、
無
期
も
し

く
は
有
期
徒
刑
、
ま
た
は
、
懲
役
刑
を
宣
告
さ
れ
る
父
母

二

次
の
行
為
の
う
ち
の
一
つ
に
つ
き
、
二
度
の
有
罪
判
決
を
受
け

る
父
母：

子
ど
も
の
監
禁
（seq

u
estra

tio
n

）、
出
生
隠
滅

（su
p
p
re
ssio

n

）
、
遺

棄
（e

x
p
o
sitio

n

）
も

し

く

は

放

棄

（a
b
a
n
d
o
n

）、
ま
た
は
、
浮
浪
（v

a
g
a
b
o
n
d
a
g
e

）

三

一
八
七
三
年
一
月
二
三
日
の
法
律
第
二
条
第
二
項
、
ま
た
は
、

一
八
七
四
年
一
二
月
七
日
の
法
律
第
一
条
、
第
二
条
お
よ
び
第
三

条
の
適
用
に
よ
っ
て
、
有
罪
判
決
を
受
け
る
父
母

四

未
成
年
者
へ
の
非
行
常
習
教
唆
に
つ
き
、
一
度
目
の
有
罪
判
決

を
受
け
る
父
母

五

子
ど
も
が
刑
法
第
六
六
条
の
適
用
に
よ
っ
て
少
年
院

（m
a
iso
n d

e co
rrectio

n

）
へ
送
致
さ
れ
た
父
母

六

あ
ら
ゆ
る
有
罪
判
決
の
他
、
常
習
的
な
酩
酊
、
公
知
か
つ
破
廉

恥
な
不
行
跡
（in

co
n
d
u
ite n

o
to
ire et sca

n
d
a
leu
se

）
に

資 料
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よ
っ
て
、
ま
た
は
、
加
虐
（m

a
u
v
a
is tra

item
en
ts

）
に
よ
っ

て
、
子
ど
も
の
健
康
、
安
全
、
ま
た
は
、
道
徳
を
危
殆
化
す
る
父

母
第
三
条

親
権
喪
失
に
関
す
る
訴
え
は
、
父
親
も
し
く
は
母
親
の
住

所
ま
た
は
居
所
に
所
在
す
る
裁
判
所
評
議
部
に
対
し
、
少
年
の
実

い
と
こ
に
相
当
す
る
親
等
も
し
く
は
そ
れ
よ
り
近
い
親
等
に
あ
た

る
親
族
の
一
人
も
し
く
は
複
数
人
に
よ
り
、
ま
た
は
、
検
察
官
に

よ
り
、
提
起
さ
れ
る
。

第
四
条

①
共
和
国
検
事
は
、
少
年
の
家
庭
状
況
お
よ
び
当
該
両
親

の
道
徳
性
に
関
し
て
簡
易
調
査
を
行
わ
せ
、
当
該
両
親
に
は
、
自

ら
が
適
当
と
思
料
す
る
自
身
の
意
見
お
よ
び
異
議
を
裁
判
所
に
示

す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

②
検
察
官
ま
た
は
利
害
関
係
当
事
者
は
、
事
実
を
記
載
し
、
証
拠
書

類
を
添
付
し
た
趣
意
書
を
裁
判
所
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、

親
権
喪
失
に
関
す
る
訴
え
を
提
起
す
る
。
こ
の
趣
意
書
は
、
自
ら

の
親
権
喪
失
が
請
求
さ
れ
て
い
る
父
母
ま
た
は
尊
属
へ
送
達
さ
れ

る
。

③
裁
判
所
長
は
、
指
定
さ
れ
た
期
日
に
報
告
書
を
作
成
す
る
た
め
の

裁
判
官
を
一
名
任
命
す
る
。

④
報
告
書
は
、
民
事
訴
訟
法
第
八
九
二
条
お
よ
び
第
八
九
三
条
に
定

め
ら
れ
る
形
式
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
る
。
但
し
、
親
族
会
議

（co
n
seil d

e fa
m
ille

）
の
招
集
は
、
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら

れ
る
。

⑤
評
議
部
は
、
親
ま
た
は
そ
の
他
の
者
を
必
要
に
応
じ
て
召
喚
し
、

検
察
官
の
請
求
に
基
づ
き
検
察
官
が
審
問
さ
れ
た
上
で
、
小
郡
治

安
判
事
の
意
見
を
聴
取
し
、
親
族
会
議
が
招
集
さ
れ
た
場
合
に
は

親
族
会
議
に
よ
る
討
議
を
確
認
し
た
上
で
、
事
案
の
審
理
を
行
う
。

⑥
判
決
は
、
公
開
の
法
廷
で
言
渡
さ
れ
る
。
判
決
は
、
異
議
申
立
て

ま
た
は
控
訴
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
執
行
力
を
有
す
る
旨
宣
告
さ
れ

う
る
。

第
五
条

①
親
権
喪
失
に
関
す
る
訴
訟
の
間
、
評
議
部
は
、
少
年
の

保
護
お
よ
び
教
育
に
関
し
て
、
評
議
部
が
有
益
と
判
断
す
る
暫
定

的
措
置
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
こ
の
措
置
に
関
す
る
決
定
は
、
仮
執
行
力
を
有
す
る
。

第
六
条

欠
席
裁
判
に
お
い
て
親
権
喪
失
が
言
い
渡
さ
れ
た
場
合
、

当
該
判
決
は
、
人
へ
の
送
達
か
ら
起
算
し
て
一
週
間
、
住
所
へ
の

送
達
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
期
限
と
し
て
、
異
議
申
立
て
に
よ
り

対
抗
さ
れ
う
る
。
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
、
二
度
の
欠
席
裁
判
が
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行
わ
れ
る
場
合
、
こ
の
判
決
は
、
控
訴
に
よ
っ
て
の
み
対
抗
さ
れ

う
る
。

第
七
条

判
決
に
対
す
る
控
訴
の
権
限
は
、
当
事
者
お
よ
び
検
察
官

に
属
す
る
。
控
訴
は
、
判
決
が
対
審
で
行
わ
れ
た
場
合
、
判
決
日

か
ら
一
〇
日
以
内
、
欠
席
裁
判
に
よ
り
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
場

合
、
異
議
申
立
て
が
も
は
や
受
理
不
可
能
と
な
る
日
か
ら
一
〇
日

以
内
に
、
提
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条

親
権
を
喪
失
し
た
者
は
何
人
も
、
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、

保
佐
人
、
ま
た
は
、
親
族
会
議
の
構
成
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

第
九
条

①
父
親
が
被
る
必
要
的
親
権
喪
失
の
場
合
、
検
察
官
ま
た

は
第
三
条
で
示
さ
れ
る
親
族
は
、
直
ち
に
、
管
轄
裁
判
所
へ
提
訴

し
、
事
件
を
付
託
さ
れ
た
裁
判
所
は
、
少
年
の
利
益
に
お
い
て
、

民
法
典
に
よ
り
定
義
さ
れ
る
親
権
の
権
能
を
母
親
が
行
使
す
る
か

否
か
に
つ
き
決
定
す
る
。
こ
の
場
合
、
第
四
条
が
適
用
さ
れ
る
。

第
五
条
、
第
六
条
お
よ
び
第
七
条
も
同
様
に
適
用
さ
れ
る
。

②
但
し
、
刑
事
裁
判
所
は
、
第
一
条
、
な
ら
び
に
、
第
二
条
第
一
項
、

第
二
項
、
第
三
項
お
よ
び
第
四
項
に
定
め
ら
れ
る
有
罪
判
決
を
言

渡
す
場
合
、
本
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
条
件
の
下
、
親
権
喪
失
に

つ
き
決
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。

③
任
意
的
親
権
喪
失
の
場
合
、
親
権
喪
失
を
言
渡
す
裁
判
所
は
、
同

一
の
判
決
に
よ
っ
て
、
出
生
し
た
子
ど
も
お
よ
び
未
生
の
子
ど
も

に
対
す
る
母
親
の
権
利
に
つ
い
て
、
決
定
を
下
す
。
但
し
、
未
生

の
子
ど
も
に
関
し
て
、
乳
児
期
に
、
第
五
条
の
文
言
に
従
っ
て
評

議
部
に
請
求
す
べ
き
い
か
な
る
暫
定
的
措
置
も
、
こ
の
決
定
に

よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
な
い
。

④
親
権
を
喪
失
し
た
父
親
が
新
た
に
婚
姻
す
る
場
合
、
新
た
に
妻
と

な
る
者
は
、
事
後
出
生
が
あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
事

後
出
生
児
に
関
す
る
親
権
の
付
与
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章

親
権
喪
失
に
際
す
る
後
見
の
編
成

第
一
〇
条

①
母
親
が
先
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
、
母
親
が
親
権
喪

失
を
宣
告
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
、
親
権
行
使
が
母
親
に
属
さ
な

い
場
合
、
裁
判
所
は
、
一
般
法
の
規
定
に
従
っ
て
、
後
見
が
構
成

さ
れ
る
か
否
か
に
つ
き
決
定
を
下
す
。
但
し
、
こ
の
後
見
の
任
務

に
つ
き
、
指
名
さ
れ
た
者
に
こ
れ
を
受
諾
す
る
義
務
は
存
し
な
い
。

②
本
法
に
従
っ
て
指
定
さ
れ
た
後
見
人
が
職
務
を
遂
行
す
る
に
際
し
、

自
己
の
財
産
に
少
年
の
法
定
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
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③
但
し
、
少
年
が
財
産
を
現
に
所
有
す
る
か
、
ま
た
は
、
財
産
を
受

領
す
る
予
定
が
あ
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
一
定
の
金
額
に
達
す
る

ま
で
、
一
般
抵
当
権
ま
た
は
特
別
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
る
旨
命
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
一
条

①
後
見
が
前
条
に
従
っ
て
構
成
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、

後
見
は
、
革
命
暦
一
三
年
雨
月
一
五
日
の
法
律
お
よ
び
一
八
四
九

年
一
月
一
〇
日
の
法
律
、
な
ら
び
に
、
本
法
第
二
四
条
に
従
っ
て
、

公
的
扶
助
に
よ
り
行
使
さ
れ
る
。
費
用
は
、
一
八
六
九
年
五
月
五

日
の
法
律
に
従
っ
て
支
払
わ
れ
る
。

②
公
的
扶
助
は
、
後
見
を
自
ら
保
持
し
つ
つ
、
他
機
関
、
お
よ
び
、

場
合
に
よ
っ
て
は
個
人
に
少
年
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
二
条

裁
判
所
は
、
後
見
に
つ
い
て
言
渡
す
際
、
扶
養
料
が
請

求
さ
れ
う
る
父
母
お
よ
び
尊
属
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
委
託

費
用
の
総
額
を
確
定
す
る
か
、
ま
た
は
、
親
族
の
貧
窮
の
故
に
、

い
か
な
る
委
託
費
用
も
請
求
さ
れ
え
な
い
旨
を
宣
告
す
る
。

第
一
三
条

①
親
権
喪
失
に
関
す
る
訴
訟
の
間
、
何
人
も
、
申
請
に

よ
っ
て
、
子
ど
も
が
自
身
に
委
託
さ
れ
る
よ
う
、
裁
判
所
へ
提
訴

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
申
請
者
は
、
非
公
式
の
後
見
（tu

telle o
fficieu

se

）
と
し
て
、

民
法
第
三
六
四
条
第
二
項
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
義
務
に
服
す
る

旨
を
宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
裁
判
所
が
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
収
集
し
、
必
要
な
場
合
に
は
、
親

族
会
議
の
意
見
を
聴
取
し
た
後
、
請
求
を
認
容
す
る
場
合
、
民
法

第
三
六
五
条
お
よ
び
第
三
七
〇
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

④
被
後
見
子
が
成
人
に
達
す
る
前
に
、
非
公
式
の
後
見
人
が
死
亡
し

た
場
合
、
裁
判
所
は
、
本
法
第
一
一
条
お
よ
び
第
一
二
条
に
従
っ

て
、
改
め
て
判
断
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
る
。

⑤
子
ど
も
が
医
療
行
政
機
関
（a

d
m
in
istra

tio
n
s h
o
sp
ita
lieres

）

ま
た
は
パ
リ
の
公
的
扶
助
局
の
長
（d

irecteu
r d
e l’a

ssista
n
ce

 
p
u
b
liq
u
e d
e P

a
ris

）
に
よ
っ
て
個
人
に
委
託
さ
れ
た
場
合
、
当

該
個
人
は
、
三
年
が
経
過
し
た
後
、
裁
判
所
に
提
訴
し
、
先
の
諸

規
定
に
定
め
ら
れ
る
条
件
の
下
、
子
ど
も
が
継
続
し
て
自
身
に
委

託
さ
れ
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
四
条

親
権
喪
失
の
場
合
、
婚
姻
に
つ
い
て
の
同
意
、
養
子
縁

組
、
非
公
式
の
後
見
、
お
よ
び
、
親
権
ま
た
は
後
見
か
ら
の
未
成

年
者
解
放
（em

a
n
cip
a
tio
n

）
に
関
す
る
父
親
の
権
利
、
な
ら

び
に
、
父
親
が
い
な
い
場
合
、
母
親
の
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
本
法

に
従
い
こ
れ
と
は
異
な
る
決
定
が
な
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
父
母
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が
死
亡
し
た
場
合
と
同
じ
者
に
よ
り
行
使
さ
れ
る
。

（
大
貝
葵
）

第
三
章

親
権
回
復
（restitu

tio
n

）

第
一
五
条

①
第
一
条
、
な
ら
び
に
、
第
二
条
第
一
項
、
第
二
項
、

第
三
項
お
よ
び
第
四
項
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、

親
権
を
喪
失
し
た
父
母
に
つ
い
て
は
、
復
権
を
え
た
後
で
な
け
れ

ば
、
親
権
回
復
は
許
容
さ
れ
え
な
い
。

②
第
二
条
第
五
項
お
よ
び
第
六
項
に
定
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、

親
権
を
喪
失
し
た
父
母
は
、
親
権
行
使
が
回
復
さ
れ
る
よ
う
裁
判

所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
こ
の
訴
え
は
、
親
権
喪
失
を
宣
告
し
た
判
決
が
取
消
で
き
な
く

な
っ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

第
一
六
条

①
親
権
回
復
の
請
求
は
、
単
な
る
申
請
に
よ
っ
て
行
わ

れ
、
第
四
条
第
二
項
以
下
の
規
定
に
従
っ
て
審
理
さ
れ
る
。
親
族

会
議
の
意
見
は
必
要
的
で
あ
る
。

②
こ
の
請
求
は
、
後
見
人
に
通
知
さ
れ
、
後
見
人
は
、
子
ど
も
の
利

益
に
お
い
て
、
ま
た
は
、
自
己
の
名
に
お
い
て
、
請
求
に
対
し
て

な
す
べ
き
意
見
お
よ
び
異
議
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
五

条
、
第
六
条
お
よ
び
第
七
条
の
規
定
は
、
同
様
に
、
こ
の
請
求
に

適
用
さ
れ
る
。

③
裁
判
所
は
、
親
権
の
回
復
を
宣
告
す
る
に
際
し
て
、
状
況
に
応
じ

て
、
後
見
人
に
支
払
う
べ
き
補
償
金
を
確
定
す
る
か
、
ま
た
は
、

親
の
貧
窮
の
故
に
、
後
見
人
に
対
し
て
い
か
な
る
補
償
金
も
支
払

わ
れ
な
い
旨
宣
告
す
る
。

④
棄
却
さ
れ
た
請
求
は
、
母
親
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
婚
姻
の
解

消
後
、
も
は
や
再
提
出
で
き
な
い
。

第
二
編

親
の
介
在
を
伴
っ
て
ま
た
は
そ
れ
を
伴
う
こ
と
な
く
預
け

ら
れ
た
少
年
の
保
護

第
一
七
条

①
公
的
扶
助
機
関
（a

d
m
in
istra

tio
n
s d
’a
ssista

n
ce

 
p
u
b
liq
u
e

）、
こ
の
た
め
に
正
式
に
認
可
さ
れ
た
慈
善
団
体

（a
sso

cia
tio
n
s d
e b
ien
fa
isa
n
ce

）、
お
よ
び
、
私
権
を
享
受
す

る
個
人
（p

a
rticu

liers jo
u
issa

n
t d
e leu

rs d
ro
its civ

ils

）

が
、
父
母
ま
た
は
親
族
会
議
に
よ
っ
て
授
権
さ
れ
た
後
見
人
が
委

託
し
よ
う
と
す
る
一
六
歳
未
満
の
少
年
を
受
け
入
れ
た
場
合
、
当

該
父
母
ま
た
は
後
見
人
の
住
所
地
に
所
在
す
る
裁
判
所
は
、
共
同
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提
訴
し
て
い
る
当
事
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
子
ど
も
の
利
益
に
お

い
て
、
親
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
た
親
権
の
権
能
を
公
的
扶
助
に
移

譲
す
る
理
由
が
あ
る
と
決
定
し
、
子
ど
も
を
保
護
す
る
施
設
ま
た

は
個
人
に
こ
の
権
能
の
行
使
を
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
子
ど
も
の
う
ち
の
一
人
の
婚
姻
に
対
す
る
同
意
権
を
保
持
す
る
親

が
、
民
法
第
一
四
八
条
に
従
っ
て
婚
姻
に
同
意
す
る
こ
と
を
拒
否

す
る
場
合
、
公
的
扶
助
は
親
を
裁
判
所
に
召
喚
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
、
裁
判
所
は
、
評
議
部
に
お
い
て
、
親
が
審
問
さ
れ
ま
た
は
適

法
に
召
喚
さ
れ
た
上
で
、
同
意
を
与
え
ま
た
は
拒
否
す
る
。

第
一
八
条

①
請
求
に
か
か
る
印
紙
お
よ
び
登
録
料
は
無
料
で
あ
る
。

②
子
ど
も
を
保
護
す
る
個
人
ま
た
は
子
ど
も
を
保
護
す
る
機
関
ま
た

は
施
設
の
正
式
な
代
表
者
の
面
前
に
、
親
ま
た
は
後
見
人
を
召
喚

し
た
後
、
裁
判
所
は
、
評
議
部
で
、
検
察
官
が
審
問
さ
れ
た
上
で
、

事
案
の
審
理
を
行
う
。

③
判
決
は
、
公
開
の
法
廷
で
言
渡
さ
れ
る
。

第
一
九
条

①
公
的
扶
助
機
関
、
こ
の
た
め
に
正
式
に
認
可
さ
れ
た

慈
善
団
体
、
お
よ
び
、
私
権
を
享
受
す
る
個
人
が
、
父
母
ま
た
は

後
見
人
の
介
在
な
く
、
一
六
歳
未
満
の
少
年
を
受
け
入
れ
た
際
に

は
、
三
日
以
内
に
、
子
ど
も
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
地
域
の
市
町
村

長
（m

a
ire
 
d
e
 
la
 
co
m
m
u
n
e

）
に
、
パ
リ
に
お
い
て
は
警
視

（co
m
m
issa

ire d
e p

o
lice

）
に
、
届
出
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
こ
の
義
務
に
違
反
す
る
場
合
、
五
フ
ラ
ン
以
上
一
五
フ
ラ

ン
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
。

②
一
二
ヶ
月
以
内
に
新
た
な
犯
罪
が
行
わ
れ
た
場
合
、
刑
法
第
四
八

二
条
が
適
用
さ
れ
る
。

③
同
様
に
、
本
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
刑
法
第
四
六

三
条
最
終
項
が
適
用
さ
れ
る
。

④
市
町
村
長
お
よ
び
警
視
は
、
二
週
間
以
内
に
、
こ
れ
ら
の
届
出
を

知
事
に
、
セ
ー
ヌ
県
（le d

ep
a
rtem

en
t d

e la
 
S
ein
e

）
に
お

い
て
は
警
察
長
官
（p

refet
 
d
e
 
p
o
lice

）
に
送
付
し
（tra

n
s-

m
ettre

）
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
届
出
は
、
さ
ら
に

そ
の
後
二
週
間
以
内
に
、
子
ど
も
の
両
親
に
通
知
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
二
〇
条

①
届
出
か
ら
三
ヶ
月
間
、
父
母
ま
た
は
後
見
人
が
子
ど

も
の
引
き
渡
し
を
何
ら
請
求
し
な
か
っ
た
場
合
、
当
該
子
ど
も
を

受
け
入
れ
た
者
は
、
住
所
地
に
所
在
す
る
裁
判
所
の
長
に
対
し
て
、

子
ど
も
の
利
益
に
お
い
て
、
親
権
の
権
能
の
全
部
ま
た
は
一
部
の

行
使
が
自
ら
に
委
託
さ
れ
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
裁
判
所
は
、
評
議
部
で
、
検
察
官
が
審
問
さ
れ
た
上
で
、
事
案
の
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審
理
を
行
う
。
裁
判
所
が
親
権
の
権
能
の
一
部
の
み
を
請
求
者
に

委
託
す
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
同
一
の
判
決
に
よ
っ
て
、
親
権
の

他
の
権
能
お
よ
び
親
権
も
ま
た
公
的
扶
助
に
帰
属
す
る
旨
宣
告
す

る
。

第
二
一
条

①
第
一
七
条
お
よ
び
第
一
九
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る

場
合
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
引
き
渡
し
を
希
望
す
る
父
母
ま
た
は

後
見
人
は
、
印
紙
お
よ
び
登
録
料
無
料
の
請
求
に
よ
っ
て
、
子
ど

も
の
居
所
に
所
在
す
る
裁
判
所
に
提
訴
す
る
。

②
裁
判
所
は
、
子
ど
も
が
委
託
さ
れ
た
者
お
よ
び
公
的
扶
助
の
代
表

者
、
な
ら
び
に
、
裁
判
所
が
有
益
と
判
断
し
た
全
て
の
者
を
召
喚

し
た
後
、
評
議
部
で
、
検
察
官
が
審
問
さ
れ
た
上
で
、
事
案
の
審

理
を
行
う
。

③
判
決
は
、
公
開
の
法
廷
で
言
渡
さ
れ
る
。

④
裁
判
所
は
、
子
ど
も
を
父
母
ま
た
は
後
見
人
に
引
き
渡
す
理
由
が

な
い
と
判
断
す
る
場
合
、
検
察
官
の
請
求
に
基
づ
き
、
親
権
喪
失

を
宣
告
す
る
か
、
ま
た
は
、
子
ど
も
を
保
護
す
る
施
設
も
し
く
は

個
人
の
下
に
、
第
一
七
条
も
し
く
は
第
二
〇
条
に
従
っ
て
当
該
施

設
も
し
く
は
個
人
に
付
与
さ
れ
た
権
利
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
子
ど
も
を
引
き
渡
す
場
合
、
裁
判
所
は
、
子
ど
も
を
扶
養
し

た
者
に
支
払
う
べ
き
補
償
金
を
確
定
す
る
か
、
ま
た
は
、
親
族
の

貧
窮
の
故
に
、
子
ど
も
を
扶
養
し
た
者
に
対
し
て
い
か
な
る
補
償

金
も
支
払
わ
れ
な
い
旨
宣
告
す
る
。

⑤
棄
却
さ
れ
た
請
求
は
、
棄
却
決
定
が
取
消
で
き
な
く
な
っ
た
日
か

ら
三
年
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
再
提
出
で
き
な
い
。

第
二
二
条

①
本
法
の
条
件
の
下
、
個
人
ま
た
は
慈
善
団
体
に
委
託

さ
れ
た
子
ど
も
は
、
県
知
事
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
、
国
家
の
監

視
下
に
置
か
れ
る
。

②
こ
の
監
視
の
実
施
態
様
、
お
よ
び
、
公
的
扶
助
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
監
視
の
実
施
態
様
は
、
法
律
特
別
施
行
令
（reg

lem
en
t

 
d
’a
d
m
in
istra

tio
n p

u
b
liq
u
e

）
で
こ
れ
を
定
め
る
。

③
上
記
施
行
令
に
対
す
る
違
反
は
、
二
五
フ
ラ
ン
以
上
一
、
〇
〇
〇

フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
さ
れ
る
。

④
累
犯
の
場
合
、
一
週
間
以
上
一
ヶ
月
以
下
の
拘
禁
刑
が
宣
告
さ
れ

う
る
。

第
二
三
条

①
本
法
の
条
件
の
下
、
個
人
ま
た
は
慈
善
団
体
に
委
託

さ
れ
た
子
ど
も
の
居
所
が
所
在
す
る
県
の
知
事
は
、
こ
の
居
所
が

所
在
す
る
民
事
裁
判
所
に
対
し
て
、
子
ど
も
の
利
益
に
お
い
て
、

個
人
ま
た
は
団
体
が
有
す
る
当
該
少
年
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
権
利

を
喪
失
さ
せ
、
か
つ
、
こ
の
権
利
が
公
的
扶
助
に
委
託
さ
れ
る
旨
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の
決
定
を
求
め
て
、
常
に
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
知
事
の
請
求
に
か
か
る
印
紙
お
よ
び
登
録
料
は
無
料
で
あ
る
。

③
裁
判
所
は
、
親
が
審
問
さ
れ
ま
た
は
適
法
に
召
喚
さ
れ
た
上
で
、

決
定
を
下
す
。

④
裁
判
所
の
決
定
は
、
知
事
、
当
該
施
設
も
し
く
は
個
人
、
ま
た
は
、

親
に
よ
っ
て
控
訴
さ
れ
う
る
。

⑤
控
訴
に
停
止
効
は
な
い
。

⑥
本
条
に
よ
っ
て
知
事
に
付
与
さ
れ
た
権
利
は
、
同
様
に
、
公
的
扶

助
に
も
帰
属
す
る
。

第
二
四
条

本
法
を
執
行
す
る
た
め
の
公
的
扶
助
の
代
表
者
は
、
扶

助
さ
れ
る
子
ど
も
が
属
す
る
県
の
監
察
官
（in

sp
ecteu

rs
 
d
e-

p
a
rtem

en
ta
u
x

）
で
あ
り
、
パ
リ
で
は
、
公
的
扶
助
局
の
長
で

あ
る
。

第
二
五
条

県
会
が
、
費
用
に
つ
い
て
、
本
法
の
第
一
編
お
よ
び
第

二
編
の
対
象
と
な
る
子
ど
も
を
扶
助
さ
れ
る
子
ど
も
と
同
視
す
る

こ
と
を
約
し
て
い
る
県
で
は
、
国
家
の
補
助
金
は
、
二
つ
の
役
務

の
外
部
的
お
よ
び
内
部
的
費
用
の
五
分
の
一
に
つ
い
て
支
払
わ
れ
、

市
町
村
の
負
担
分
は
、
一
八
八
四
年
四
月
五
日
の
法
律
第
一
三
六

条
に
従
っ
て
、
当
該
市
町
村
に
と
っ
て
、
義
務
的
支
出
（d

ep
en
-

se o
b
lig
a
to
ire

）
を
構
成
す
る
。

第
二
六
条

本
法
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
な
ら
び
に
、
グ
ア
ド
ル
ー

プ
（la G

u
a
d
elo
u
p
e

）、
マ
ル
チ
ニ
ー
ク
島
（la M

a
rtin

iq
u
e

）、

お
よ
び
、
レ
ユ
ニ
オ
ン
島
（la R

eu
n
io
n

）
の
各
植
民
地
に
適
用

さ
れ
る
。

（
井
上
宜
裕
）

１
）

T
H
IR
Y
,
F
ern

a
n
d
,
C
ou
rs d

e D
roit C

rim
in
el,

L
ieg
e,

1892,
p
.56.

な
お
、T

A
U
D
IE
R
E
,
H
en
ry
,
T
raite

d
e
 
la

 
pu
issan

ce patern
elle

,
A
.P
ed
o
n
e,
1898,

p
p
.293

301

も
参
照
。

C
O
L
IN
,
A
m
b
ro
ise,

C
A
P
IT
A
N
T
,
H
en
ri,

T
raite

d
e

 
D
roit

 
C
ivil,

T
o
m
e
 
1
,
D
a
llo
z,

1957,
p
.898

お
よ
び

S
C
H
N
A
P
P
E
R
,
B
ern

a
rd
,
“L
a
 
correction

 
patern

elle et le
 

m
ou
vem

en
t
 
d
es
 
id
ees

 
au
 
d
ix
n
eu
viem

e
 
siecle

(1
7
8
9

1
9
3
5
)”,

R
ev
u
e h

isto
riq
u
e,
n
534,

a
v
ril-ju

in 1980,
p
p
.336

344

は
、
社
会
、
経
済
、
道
徳
的
状
況
の
変
化
を
原
因
と
し
た
親
権

の
濫
用
お
よ
び
そ
の
不
行
使
の
結
果
、
少
年
に
対
す
る
虐
待
お
よ
び

少
年
の
困
難
な
状
況
が
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
始
め
た
と
分
析
し
て

い
る
。
ま
た
、P

É
D
R
O
N
,
P
ierre,

G
u
id
e
 
d
e
 
la
 
P
rotection

 
Ju
d
iciaire d

e la Jeu
n
esse

,
3
ed
.,
G
u
a
lin
o
,
2012,

p
.49

は
、
少

年
の
保
護
を
求
め
る
背
景
と
し
て
、
社
会
問
題
に
対
す
る
人
道
的
ア
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プ
ロ
ー
チ
の
浸
透
、
お
よ
び
、
共
和
国
理
念
（l’id

ea
l
 
rep

u
b
-

lica
in

）
の
錬
成
に
よ
り
、
公
的
機
関
が
、
革
新
的
な
精
神
の
下
、

困
難
な
状
況
に
あ
る
少
年
の
地
位
に
対
す
る
法
律
を
定
め
る
こ
と
に

専
心
し
た
点
を
挙
げ
て
い
る
。

２
）

G
A
R
Ç
O
N
,
E
.,
C
od
e
 
P
en
al
 
A
n
n
ote
,
T
o
m
e
 
1
,
L
i-

b
ra
irie d

e la so
ciete

d
u recu

eil J.-B
.
S
irey et Jo

u
rn
a
l d
u

 
P
a
la
is,

1901
1906,

p
.192.

な
お
、P

É
D
R
O
N
,
o
p
.cit.

(n
o
te

 
1),

p
.49

も
参
照
。

３
）

D
O
N
N
E
D
IE
U
 
d
e
 
V
a
b
res,

H
.,

T
raite

d
e
 
d
roit

 
crim

in
el et d

e legislation
 
pen

ale com
paree 3

ed
.,
L
ib
ra
i-

rie d
u
 
recu

eil sirey
,
1947,

p
.160.

S
C
H
N
A
P
P
E
R
,
o
p
.cit.

(n
o
te 1),

p
p
.338

340

は
、
少
年
の
浮
浪
お
よ
び
売
春
が
、
そ
の
時

代
に
お
け
る
親
権
の
機
能
不
全
を
ま
さ
に
示
し
て
い
る
と
指
摘
し
て

い
る
。

４
）

本
法
律
以
前
、
親
権
が
喪
失
す
る
の
は
、
一
八
一
〇
年
刑
法
第

三
三
五
条
、
お
よ
び
、
巡

業

的

職

業
（p

ro
fe
ssio

n
s
 
a
m
-

b
u
la
n
tes

）
に
従
事
し
て
い
る
少
年
の
保
護
に
関
す
る
一
八
七
四
年

一
二
月
七

二
〇
日
の
法
律
に
定
め
ら
れ
る
場
合
等
、
限
ら
れ
た
場

合
の
み
で
あ
っ
た
。

５
）

本
法
律
に
関
し
て
は
、
田
中
通
裕
『
親
権
法
の
歴
史
と
課
題
』

六
三

六
五
頁
（
一
九
九
三
年
・
信
山
社
）
も
参
照
。

６
）

一
八
八
九
年
法
を
補
足
す
る
一
九
二
一
年
一
一
月
一
五
日
の
法

律
（S

.
1922,

p
p
.313

317

）
第
一
条
参
照
。

７
）

D
O
N
N
E
D
IE
U
 
d
e V

a
b
res,

o
p
.cit.

(n
o
te 3),

p
p
.160

161;

C
O
L
IN
＝
C
A
P
IT
A
N
T
,
o
p
.cit.

(n
o
te 1),

p
.898;

JU
G
L
A
R
T
,

M
ich
el,

L
eçon

s d
e D

roit C
ivil,

T
o
m
e 1,

5
ed
.,
É
d
itio

n
s

 
M
o
n
tch

restien
,
1972,

p
.550

参
照
。
こ
の
時
代
に
お
い
て
既
に
、

T
A
U
D
IE
R
E
,
o
p
.cit.

(n
o
te 1),

p
p
.440

444

は
、
本
法
律
の
厳

格
さ
故
に
、
本
法
律
が
不
十
分
に
し
か
適
用
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
を

懸
念
し
て
い
た
。

８
）

G
A
R
Ç
O
N
,
o
p
.cit.

(n
o
te 2),

p
.192

に
よ
れ
ば
、
親
の
公
知

か
つ
破
廉
恥
な
不
行
跡
を
理
由
に
、
非
行
少
年
の
親
が
有
す
る
親
権

を
喪
失
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
、
検
察
官
は
、
民
事
裁
判
所
へ
訴
え

を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
手
続
き
が
複
雑
か
つ
迅
速
性
に
欠
け

る
こ
と
か
ら
、
軽
罪
裁
判
所
へ
非
行
事
案
を
付
託
し
、
軽
罪
裁
判
所

が
少
年
院
送
致
の
み
を
言
渡
す
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
た
。

９
）

現
在
、
日
本
に
お
い
て
は
、
少
年
非
行
へ
の
対
応
の
一
つ
と
し

て
、
少
年
に
適
用
可
能
な
刑
罰
の
引
き
上
げ
が
提
案
さ
れ
て
い
る

（h
ttp
: //w

w
w
.m
o
j.g
o
.jp
/sh

in
g
i1 /sh

in
g
i06100034

.h
tm
l

（
二

〇
一
二
年
一
〇
月
三
〇
日
現
在
））。
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